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銚子市地域公共交通計画策定支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、銚子市地域公共交通計画策定支援業務の委託候補者を公募型プロポーザル方式に

より選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

 （１）業務名 

銚子市地域公共交通計画策定支援業務 

 （２）業務主体 

    銚子市地域公共交通協議会 

 （３）業務内容 

別紙「銚子市地域公共交通計画策定支援業務仕様書」のとおり 

 （４）履行期間 

    契約締結日の翌日から令和６年３月２５日まで 

 （５）提案上限額 

    10,100,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 （６）担当部署（問い合わせ先） 

    〒２８８－８６０１ 千葉県銚子市若宮町１番地の１ 銚子市役所企画課企画室内 

    銚子市地域公共交通協議会事務局 

    電話番号 ０４７９－２４－８９０４ 

    FAX番号  ０４７９－２５－４０４４ 

    メールアドレス info@city.choshi.lg.jp 

 

３ 参加資格 

  次の要件の全てを満たしている者であることを条件とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること。（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の

決定を受けている者を除く。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益と

なる活動を行う者でないこと。 

（４）銚子市建設工事等請負業者指名停止措置要領に基づく指名停止措置及び銚子市建設工事等暴

力団対策措置要綱に基づく指名除外措置を、この実施要領の公表日からこの業務に係る契約締

結日までの間、受けていない者であること。 
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（５）地方公共団体又は地方公共団体が組織する協議会が発注する地域公共交通計画又は地域公共

交通網形成計画の策定支援に関する業務を、地方公共団体又は地方公共団体が組織する協議会

から直接受注し、かつ、その委託業務を履行し、成果物を納品した実績を有していること。 

 

４ スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

実施要領等の公表（市ＨＰ） 令和５年４月２８日（金） 

質問書の提出期限 令和５年５月１０日（水） 

質問書に対する回答 令和５年５月１２日（金） 

参加表明書の受付期限 令和５年５月１７日（水） 

参加確認通知 令和５年５月１８日（木） 

企画提案書等の提出期間 令和５年５月１８日（木）～２５日（木） 

プレゼンテーション審査等の実施（予定） 令和５年５月下旬 

選考結果通知（予定） 令和５年６月上旬 

契約締結（予定） 令和５年６月上旬 

 

５ 質問書の提出及び回答 

  質問がある場合は、令和５年５月１０日（水）までに、質問書（様式１）に質問事項等を記載の

上、電子メール（info@city.choshi.lg.jp）で提出すること。件名を「銚子市地域公共交通計画策

定支援業務に関する質問」とし、到達確認の電話をすること。 

なお、電話及び口頭による質問・問合せには対応しない。 

  回答は、令和５年５月１２日（金）のうちに、市ホームページにおいて、事業者名等を除き、質

問及び回答を公表する。また、当該回答文書は、この実施要領又は業務の仕様書に対して追加又は

修正したものとみなす。なお、他の応募者からの応募状況などの質問は受け付けない。 

 

６ 参加表明書の提出 

  この実施要領に基づく提案書の提出を希望される者は、次に掲げる参加表明書及びその添付書類

を提出すること。なお、提出された書類等は返却しない。 

 （１）提出書類 

   ア 参加表明書（様式２） 

   イ 会社概要書（様式３） ※会社案内パンフレット等を添付すること。 

   ウ 業務実績書（様式４） 

   エ 業務実施体制（様式５） 

   オ （法人の場合）登記事項証明書 又は （法人以外の場合）代表者の身分証明書 

 （２）提出部数 各１部 

 （３）提出方法及び提出先 

   ア 提出方法 持参又は郵送（一般書留、簡易書留等、記録の残る方法に限る。） 

   イ 提出先 

     〒２８８－８６０１ 千葉県銚子市若宮町１番地の１ 銚子市役所企画課企画室内 

     銚子市地域公共交通協議会事務局 
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 （４）提出期間 令和５年４月２８日（金）から令和５年５月１７日（水）まで 

    ※ 持参の場合は土日・祝日を除く午前９時から午後５時まで、郵送の場合は提出期間内に必着 

 （５）提案者の選定 

    企画提案の参加資格の有無を、令和５年５月１８日（木）に電子メールで通知する。なお、

通知を受けなかった場合、企画提案書の提出はできない。 

 （６）参加表明後の辞退 

    参加表明書を提出した後に参加を辞退する場合は、速やかに辞退届（様式６）を提出すること。 

 

７ 企画提案書等の提出 

 （１）提出書類 

   ア 企画提案書提出書（様式７） 

   イ 企画提案書（任意様式） 

   ウ 見積書（様式８）及び経費内訳書（任意様式） 

 （２）提出部数 

    上記イのみ１０部、ア及びウは各１部提出すること。 

 （３）提出方法及び提出先 

   ア 提出方法 

     持参又は郵送（一般書留、簡易書留等、記録の残る方法に限ります。） 

イ 提出先 

     〒２８８－８６０１ 千葉県銚子市若宮町１番地の１ 銚子市役所企画課企画室内 

     銚子市地域公共交通協議会事務局 

 （４）提出期間 令和５年５月１８日（木）から令和５年５月２５日（木）まで 

    ※ 持参の場合は土日を除く午前９時から午後５時まで、郵送の場合は提出期間内に必着 

 

８ 企画提案書の作成要領 

（１）件名 

   銚子市地域公共交通計画策定支援業務 企画提案書 

 （２）企画提案書作成にあたっての留意事項 

   ア 用紙サイズは、Ａ４判で作成すること。 

   イ 行・文字・文字間隔・図表の使用・枠組み等の様式は自由とする。 

   ウ 使用言語、通貨及び単位は、日本語及び日本国通貨を使用すること。 

エ 仕様書「５ 業務の内容」に記載の全てについて記載すること。業務内容の項目ごとに、

具体的な作業内容を明記すること。 

   オ 記載事項の順序は、仕様書「５ 業務の内容」に記載の項目の順序とする。 

   カ 片面カラー印刷で２０枚以内（表紙、目次はページ数に含めない）とすること。 

   キ 記号・略称等使用する場合、初出の箇所に記号・略称等の説明を記述すること。 

ク 業務執行体制や全体の作業フロー、具体的な業務スケジュールについても、併せて記載す

ること。 

   ケ 提案上限額の範囲内で、業務の内容以外のこの業務の目的に照らして有効な提案を盛り込

むことは差し支えない。 
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 （３）無効となる企画提案書 

   ア 見積金額が、提案上限額を超える企画提案書 

   イ 虚偽の記載をした企画提案書 

 

９ プレゼンテーション審査・ヒアリング等の実施 

  企画提案書等の審査は、提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーションにより、評価基準

に基づき、選定委員が行う。 

 （１）プレゼンテーション審査及びヒアリングの実施の日時及び場所は、参加表明事業者に通知す

る。 

 （２）プレゼンテーションは、提出された企画提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料

の配付は認めない。 

 （３）プレゼンテーションで用いるプロジェクター及びスクリーンは市で用意するが、必要な機器

類（パソコン、ケーブル等）は持参すること。 

（４）出席者は３名以内とする。所要時間は、１事業者当たり３０分（プレゼンテーション２０

分、ヒアリング１０分）程度を予定している。 

（５）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、プレゼンテーション審査及びヒアリングを

オンライン上で実施する場合は、審査方法等を別途通知する。 

 

１０ 事業者の選定 

  企画提案書等要求事項（評価基準）に基づき、選考委員による提出書類の審査・採点のうえ、選

定する。審査は非公開とする。 

選定終了後、選考結果を全ての企画提案者に文書で通知する。また、選考結果は、市ホームペー

ジに掲載する。 

 

１１ 業務委託契約 

選定された事業者と提案内容に基づき仕様及び契約条件などについて、協議調整のうえ、契約を

提携する。ただし、第一選定事業者と協議が整わない場合は、第二選定事業者と協議を行うものと

する。 

 

１２ その他留意事項 

 （１）この提案公募に参加する一切の費用は、全て参加者の負担とする。 

 （２）提案書類等は返却しない。 

 （３）書類提出後の提案等の修正、変更又は追加は、一切認めない。 

 （４）選定された事業者が契約までに「３ 参加資格」を満たさなくなった場合は、失格とし、契

約を締結しないこととする。 

 （５）この実施要領に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議するものとする。 
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【企画提案書等要求事項（評価基準）】 

 企画提案書等については、以下の着目点により総合的に評価するものとする。 

なお、評価項目（１～10）ごとの採点は、以下の①評価係数を②評価基準に定める配点に乗じて行

うこととする。また、評価、加点方式により行うものとする。 

 

  ①評価係数 

評価 基準 評価係数 

Ａ 特に優れている １．０ 

Ｂ 優れている ０．８ 

Ｃ 普通 ０．６ 

Ｄ やや不十分 ０．４ 

Ｅ 不十分 ０．２ 

 

  ②評価基準 

評価項目 評価内容 配点 

業務体制 

１ 
業務を実施する上で十分な実施体制（役割・責任・人員配置等）が

確保されているか。 
10 

２ 
地域公共交通に精通し、同種業務に実績のある人材が配置されてい

るか。 
10 

業務実績 ３ 
地域公共交通計画又は地域公共交通網形成計画の策定支援業務に関

する実績があり、業務を適切に実行できるか。 
10 

業務工程 ４ 業務特性を理解した工程が設定されているか。 10 

提案内容 

５ 
提案内容が具体的で分かりやすく、実行性の高い提案がなされてい

るか。 
10 

６ 
銚子市の地域特性や解決すべき課題を十分に理解し、基礎情報の収

集や分析に係る考え方や手法は効果的かつ適切なものか。 
10 

７ 
銚子市の公共交通が抱える課題を的確に把握・整理するために必要

な調査等を提案しているか。 
10 

８ 
調査結果の分析方法と課題解決に向けた施策の検討方法が的確なも

のとなっているか。 
10 

９ 仕様書等に定めるものに加え、効果的な独自の提案があるか。 10 

提案価格 10 
仕様書に定める業務を実施する上で経費の縮減が図られ、妥当なも

のとなっているか。 
10 

 


